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訪問介護サービスの通院・外出介助に係る主なＱ＆Ａについて 

 

平素は本市介護保険行政に多大なご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

標題の件につきましては、平成 31 年 3 月 5 日付け「訪問介護サービスの通

院・外出介助に係る主なＱ＆Ａについて」により示しておりましたが、令和 3

年度介護保険制度改正における見直し等を受け、改めて内容を整理いたしまし

たので、居宅サービス計画の作成、訪問介護計画の作成にあたりましては、十

分にご理解いただき、介護報酬の返還等が生じないようご留意願います。下記

のような取扱いといたしますのでよろしくお願いします。 

なお、下記Ｑ＆Ａの整理にあたり、原文の文意を損なわない範囲で加除訂正

が加えてあることをお断りいたします。 

また、本通知の発出に伴い、上記の平成 31 年 3 月 5 日付け通知は廃止しま

す。 

 

「通院等のための乗車又は降車の介助」サービスの取扱い 

※利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する

車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外にお

ける移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場

合の取扱い。 

Ｑ１： 居宅サービス計画に「通院等のための乗車又は降車の介助」を位置付

けるときに、アセスメントが適切に行われていない場合の取扱いについて 

Ａ： 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、

適切なアセスメントを通じて、居宅サービス計画に位置付ける必要がある

と規定されており、こうしたアセスメントが行われていない場合は、不適

正な給付として返還を求めるものである。 



Ｑ２： 往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」

を算定することはできるか。 

Ａ： 「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したが

って、所定の算定要件を満たす場合は復路について算定できる。 

 

Ｑ３： １日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への

移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定で

きるか。 

Ａ： 居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動

等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定するこ

とはできない。したがって、医療機関から医療機関への移送に伴う介護に

ついては、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはでき

ない。※ただし、居宅が起点又は終点となる場合、その間の医療機関から

医療機関への移送に伴う介護については、同一の事業所が移送を行う場合

に限り、算定することができる。 

 

Ｑ４： いわゆる介護タクシーにおける受診中の待ち時間（利用者が診察室に

入るまでの待ち時間）の取扱いについて 

Ａ： 「通院等のための乗車又は降車の介助」は、通院等のための外出に直接

関連する身体介護の一連のサービス行為を包括評価しているため、通院先

での受診中の待ち時間（利用者が診察室に入るまでの待ち時間）について

は、待ち時間の長さや待ち時間における介護の内容に関わらず、「通院等

のための乗車又は降車の介助」を算定することになり、別に「身体介護中

心型」を算定できない。 

 

Ｑ５： 「要介護４又は要介護５の利用者に対して、通院等のための乗車・降

車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間（２０から３０分程

度以上）を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時

間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる｡」にいう「前

後の所要時間」について 



Ａ： 要介護４又は要介護５の利用者に対して「身体介護中心型」を算定する

ためには、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前又は後に連続

して行われる手間のかかる、外出に直接関連する身体介護の所要時間は、

２０～３０分程度以上を要する。このとき、前後の所要時間は算定できな

い。 

なお、「身体介護中心型」を算定する場合の算定対象時間は、運転時間を

控除して所要時間を通算する。 

（例） 

例①は乗車前に２０分の「外出に直接関連する身体介護」を行っている

ため、身体介護中心型を算定できる。乗車前及び降車後の所要時間を通算

して２５分の身体介護（所要時間３０分未満）を算定する。 

例②は乗車前又は降車後に２０～３０分程度以上の「外出に直接関連す

る身体介護」を行っていないため、身体介護中心型を算定できず、「通院

等のための乗車又は降車の介助」を算定する。 

① 移乗・移動介助 乗車介助    運転    降車介助 移乗・移動介助 

 

 

＊身体介護中心型を算定できる 

② 移乗・移動介助 乗車介助     運転     降車介助 移乗・移動介助 

 

 

＊身体介護中心型は算定できない 

Ｑ６： 「通院等のための乗降介助」の前後に連続して行われる外出に直接関

連しない身体介護（入浴介助・食事介助等）や生活援助（調理・清掃等）

は別に算定できるのか。 

Ａ： 「通院等のための乗車又は降車の介助」の前後に連続して行われる行為

のうち、外出に直接関連しない身体介護（入浴介助・食事介助等）につい

ては、その所要時間が３０分～１時間程度以上を要しかつ身体介護が中心

である場合に限り、外出に直接関連しない身体介護及び通院・外出介助を

通算した所要時間（運転時間を控除する）に応じた「身体介護中心型」を

２０分 ５分 

１０分 １０分 



算定できる。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」は算

定できない。 

また、生活援助については、当該生活援助の所要時間が所定の要件を 

満たす場合に限り、その所要時間に応じた「生活援助中心型」を算定でき

る。この場合には、「通院等のための乗車又は降車の介助」は算定できる。 

 

Ｑ７： 別に同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」

のみを行い、移送中に介護を全く行わない場合（車両を運転する訪問介護

員等とは別に訪問介護員等が同乗する場合）の取扱いについて 

Ａ： 車両を運転する訪問介護員等とは別に訪問介護員等が同乗する場合であ

っても、当該同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介

助」のみを行い、移送中の気分の確認など移送中に介護を全く行わない場

合については、「通院等のための乗車又は降車の介助」と実質的に同じ内

容のサービスであるので、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定

することとし、「身体介護中心型」は算定できない。 

 

「人工透析時間中」の取扱いと「受診中の待ち時間」の取扱い 

Ｑ８： 人工透析のために通院する利用者の通院介助において、透析時間中の

付き添い介助を依頼された場合、透析中は医療機関の看護師等が様態確認

等を行うものであることから、透析時間中の訪問介護費の算定はできない

か。  

Ａ： 透析時間中は算定できない。（利用者が透析室又は診察室に入っている

時間中はいかなる場合も算定できない） 

 

Ｑ９： 通院・外出介助における受診中の待ち時間（受診するまでの待ち時間）

の取扱いについて  

Ａ： 通院・外出介助における単なる待ち時間はサービス提供時間に含まない。 

院内の付添いのうち具体的な「自立生活支援のための見守り的援助」は、

身体介護中心型として算定できる。 

なお、院内の付添いなど居宅以外において行われる訪問介護について 



は、居宅において行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む一連

のサービス行為とみなし得る場合に限り認められるため、院内の付添い行

為だけをもってして単独行為として算定することはできない。 

 

公共交通機関又は一般タクシー等の利用による通院・外出介助  

Ｑ１０： 公共交通機関による通院・外出について。 

Ａ： 要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中

の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身

体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。 

 

一連のサービス行為 

Ｑ１１： 通院の往復は利用者の夫が運転する自家用車で行い、訪問介護員が

外出準備→車の乗降介助→受診の手続き及び院内の移動介助を行うも

訪問介護員が自家用車に同乗できない場合、通院介助として一連のサ

ービス行為は成立しているため、利用者が自家用車に乗車している時

間を除き通院介助を算定できるか。 

Ａ： 算定できる。 

 

２人の訪問介護員等によるサービス提供   

Ｑ１２： 通院・外出介助において、利用者の状況等により、２人の訪問介護

員等によるサービス提供が必要となった場合の取扱いについて 

Ａ： 通院・外出介助において、１人の訪問介護員等が車両に同乗して気分の

確認など移送中の介護も含めた介護行為を行う場合は、当該訪問介護員等

は「身体介護中心型」を算定するが、このとき、当該車両を運転するもう

１人の訪問介護員等は、サービス行為の所要時間や内容に関わらず、別に

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。 

ただし、例えば、重度の要介護者であって、①体重が重い利用者に重 

介護を内容とする訪問介護を提供する場合や②エレベーターの無い建物の

２階以上の居室から外出させる場合など、利用者の状況等によりやむを得

ずに２人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合に限り、



２人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた「身体介護中心型」

の１００分の２００に相当する単位数を算定できる。また、上記の場合に

おいて、例えば、２人の訪問介護員等が移動介助・乗車介助を行う場合は、

２人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に

占める割合が小さいため、それぞれの訪問介護員等のサービス提供時間に

応じて訪問介護員等ごとに「身体介護中心型」を算定できる。 

 

遠距離の通院・外出介助に対するサービス提供拒否  

Ｑ１３： 遠距離にある病院等への通院・外出介助であることをもってサービ

ス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。 

Ａ： 居宅サービス運営基準第９条で指定訪問介護事業者は正当な理由なくサ

ービス提供を拒否してはならないこととされているが、サービス提供を拒

否することのできる正当な理由がある場合とは、 

①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外にある場合 

③その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難

な場合 

とされている(居宅サービス運営基準解釈通知第３－３(２))。 

したがって、単に遠距離にある病院等への通院・外出介助であることを

理由としてサービス提供を拒否した場合、居宅サービス運営基準第９条に

違反する。 

 

運転時間中の取扱い   

Ｑ１４： 指定訪問介護事業所の指定を受けているタクシー会社（いわゆる介

護タクシー）において訪問介護員の資格を有する運転手が、タクシー

を運転して通院・外出介助を行う場合は､運転中の時間も含めて介護報

酬を算定できるか。 

Ａ： 居宅を訪問した訪問介護員がタクシー運転手のみの場合は、運転中は運

転に専念するため介護を行い得ず、また、移送（運転）の行為は、訪問介

護サービスに含まれないことから、運転中の時間は介護報酬の算定対象と



はならない。ただし、利用者の心身の状態等から走行中にも介護の必要が

あり、運転手以外に同乗した訪問介護員が介護を行うのであれば、走行中

に行う介護の時間も介護報酬の算定対象となる。 

 

乗合形式による通院・外出介助  

Ｑ１５： いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場

合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」を

させて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。 

Ａ： 訪問介護サービスは、介護保険法上「居宅において」行うこととされて

いることからも明らかなように、利用者の居宅で、訪問介護員が利用者に

対して1対1で提供するサービスであり、通所介護や施設サービスなどのよ

うに複数の利用者に対して集団的なサービス提供を行うものではない。 

質問のような形態は、乗車・降車場面では利用者と訪問介護員とが1対1と

なっているようではあっても、運転中も含めた一連のサービス行為の中で

は集団的なサービス提供が行われているものであり、このようなサービス

の一部のみを捉えて、訪問介護サービスに該当するものとはいえない。 

※通院等乗降介助の相乗りについては、老企36号により「乗降時に1人の利

用者に対して1対１で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的な

サービス提供の観点から移送時間を極小化すること。」とされている。 

 

外出介助の範囲 

Ｑ１６： 選挙の投票に行くために、ヘルパーが利用者を投票所まで介助する

ことは、訪問介護として認められるか。  

Ａ： 認められる。 

 

Ｑ１７： 利用者が冠婚葬祭に出席するに際し、外出介助として、利用者が居

宅を出てから帰宅するまで訪問介護員が同行し、出席先での食事の介

助、トイレの介助等を行った場合、介護報酬の算定はできるか。  

Ａ： 冠婚葬祭への出席は基本的には家族親戚地縁者等が介護を兼ね同行する

のが通例であり、必要があれば生活支援事業等を利用されたい。 



Ｑ１８： 夫が入院中の妻をお見舞いに行く際の付き添いは、算定できるか。 

Ａ： 日常生活上必要性が認められる病院への頻繁でない見舞いであれば、外

出介助としての身体介護を算定できる。ただし、妻の病室までの往復にか

かる外出介助行為に限定されるものである。 

 

Ｑ１９： 居宅から次の場所（目的地）への外出（公共交通機関での移動）介

助を行い、当該地での付き添い等身体介護を行う場合の介護報酬の算定の

取り扱いについて、次の目的地は算定可能か。 

①銭湯 

②職場 

③公共施設 

Ａ： ①は、日常生活上必要な入浴であって、居宅に浴室がなく、デイサービ

スや訪問入浴の利用が困難な場合は、例外的に、銭湯事業者や他の銭湯利

用者の了解、事故が起こった場合の責任、ヘルパーの理解を含め訪問介護

事業者等との調整の上、銭湯までの移動介助及び銭湯での入浴介助につい

て算定可能。 

ただし、温泉等娯楽のための入浴の場合又は居宅での入浴が可能な場合

等は算定できない。 

②は、日常生活の場ではないため、移動介助及び職場内での付き添い介

助ともに算定できない。 

③は、日常生活上必要な要件（申請、届出等生活上必要な手続き）であ

って、公共施設における介助が期待できない場合は、移動介助及び施設内

での付き添い介助について算定可能。 

 

Ｑ２０： Ｑ１９の①と③について、居宅からの移動介助がなく、当該地での

付き添い等身体介護のみの場合（移動は家族等により行い、ヘルパーは

当該地に直行。）は、算定可能か。 

Ａ： 居宅からの移動介助がないため算定できない。必要であれば生活支援事

業等を利用されたい。 


